
(1)　職員の任免及び職員数に関する状況

①部門別職員数の状況
（各年4月1日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。また，短時間勤務職員を含みません。
　　　２　[     ]内は，条例定数の合計です。

②採用・退職者数の状況
≪採用≫（令和２年度内に実施した採用試験による令和３年４月１日採用者） （単位：人）

≪退職者≫（令和２年度内退職者） （単位：人）

（注）１　一般職には任期付職員を含み，短時間勤務職員を含みません。

① 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和２年４月１日現在）
　　　　 （単位：円）

職 員 数
平成31年 令和２年

議　　会 6 6 0
総　　務 130 134 4
税　　務 41 42 1
労　　働 1 1 0
農林水産 26 25 △ 1
商　　工 9 11 2
土　　木 55 63 8
民　　生 139 141 2
衛　　生 54 56 2

　　教　　育 117 110 △ 7

　　水　　道 15 15 0
　　下 水 道 16 16 0
　　そ の 他 35 37 2
　　小　　計 66 68 2

644 657 13
[881］ [881］ [ 0 ］

種　別 受験者数 １次合格者 最終合格者 採用者数
一般職 167 95 57 48

技能労務職 0 0 0 0
計 167 95 57 48

区分 定年退職 勧奨退職 自己都合退職 その他 計
一般職 12 2 7 17 38

技能労務職 4 0 0 0 4
計 16 2 7 17 42

(2)　職員の給与の状況

（一般行政職）
平均給与月額
（国ベース）

神　栖　市 39.9歳 296,400 379,352 339,433 
茨　城　県 42.7歳 329,200 415,528 372,747 

国 43.2歳 327,564 - 408,868 
類似団体 41.4歳 311,118 371,999 342,162 

神栖市人事行政の運営等の状況

　　　　　　　　　    区　分
　部　門

対前年
増減数

計 461 479 18

　　小　　計 578 589 11
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区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

※平均給与月額（国ベース）…公表されている国家公務員の平均給与月額に時間外勤務手当や特殊勤務手
当等の手当が含まれていないことから，比較のため国家公務員と同じベースで計算したもの
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② 職員の初任給の状況(令和２年４月１日現在） （単位：円）

(3)　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

③年次有給休暇の取得状況（令和２年１月１日～１２月３１日）

（単位：人）

②懲戒等処分者数（令和２年度） （単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

区　　　分 学 歴 区 分 神　栖　市 茨　城　県 国
大　学　卒 188,700 188,700 182,200 
高　校　卒 154,900 154,900 150,600 

①職員の勤務時間(令和２年４月１日現在）
１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

②時間外勤務の状況（令和２年度）
時間外勤務総時間数 職員一人当たりの時間外勤務総時間数

総付与日数 Ａ 総使用日数 Ｂ 対象職員数 Ｃ  平均取得日数 Ｂ/Ｃ 取得率 Ｂ/Ａ

(4)　職員の分限及び懲戒処分の状況

①分限処分者数（令和２年度）　
区　　分 降任 免職 休職 降給 計

勤務実績が良くない場合 - - - - 0
心身の故障の場合 - - 4 - 4
職に必要な適格性を欠く場合 - - - - 0
職制、定数の改廃、予算の 減少により廃職、過員を生じた場合 - - - - 0
刑事事件に関し起訴された場合 - - - - 0
条例で定めた事由による場合 - - - - 0
※「休職」は，上記年度内に新たに分限休職処分をうけた職員または分限休職処分期間が延長さ
れた職員の人数を計上しています

区　　分 免職 停職 減給 戒告 計
法令に違反した場合 - - - - 0
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 - - - - 0
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 - - - - 0

(5)　職員の服務の状況

育児休業承認状況（令和２年度新規承認者）
区　　分 男　性 女　性

育児休業の承認件数 9 17
育児休業期間延長の承認件数 0 3

介護休暇承認状況（令和２年度新規承認者）
区　　分 男　性 女　性

介護休暇承認状況 0 1

一般行政職

38.75時間 午前8時30分 午後5時15分
午後0時

～午後1時

61,781時間 123.3時間

18,928.1日 6,185.5日 496人 12.5日 32.7%



（単位：人）

専門実務研修

（単位：人）

(6)　職員の研修状況
（令和２年度）

区分 実施主体 研修種別 実施課程数 受講者数
階層別研修 2 38
特別研修 9 345
階層別研修 3 37
特別研修 17 35
階層別研修 4 62
特別研修 6 17

市町村アカデミー 0 0
その他（自動車運転センター他） 専門研修 8 19

合　　計 49 553

(7)　職員の福祉及び利益の保護の状況

①職員の健康管理などに関する状況（令和２年度）
事　業 実施項目 受診者数

定期健康診断 398
胃がん検診 50
子宮がん検診 69
乳がん検診 63
大腸がん検診 178
前立腺がん検診 45
肺がん検診（Ｘ線・喀痰） 377
人間ドック受診 195

②互助会事業
（１）神栖市職員互助会の概要 (令和３年４月１日現在）
設置目的 職員の相互共済及び福利増進を目的とする。

会員数 698人
掛金 給料月額　×　1,000分の3.5
公費補助金額 2,402千円（令和３年度予算）
会員一人当たりの
公費補助額

3,441円（令和３年度予算）

事業及び予算額 （２）のとおりです。

（２）事業及び予算額
≪短期給付事業≫ （単位：千円）

令和２年度 令和３年度
予算額 公費補助額 予算額 公費補助額

出産費 出産費       　　　10,000円 200 0 200 0 
配偶者出産費 配偶者出産費     　10,000円 200 0 200 0 

弔慰金 弔慰金          　200,000円 200 0 200 0 
･配偶者       　 　  100,000円
･父母(血族，同居の姻族)及び子
   　               　50,000円
･前号に掲げる者以外の同居家族
                    　20,000円

（令和２年7月から給付内容を以下
のように改正）
居宅の被災規模に応じて，以下の
額を給付
・一部損壊・部分焼
　復旧工事費用の20%
　（限度額50,000円）
・準半壊　　　100,000円
・半壊，半焼　150,000円
・大規模半壊　200,000円
・全壊，全焼　250,000円
･会員が入院した場合
  7日以上15日未満     10,000円
  15日以上1か月未満   20,000円
  1か月以上3か月未満  30,000円
  3か月以上           50,000円
･会員が自宅療養した場合
  1カ月以上           20,000円

集合研修 神栖市

派遣研修

茨城県自治研修所

鹿行広域事務組合

種　　　別 給付額及び条件

家族弔慰金

700 0 700 0 

各
種
健
康
診
断
実
施

災害見舞金

1,000 0 1,000 0 

療養見舞金

300 0 300 0 



(８)　公平委員会の業務等の状況　(令和２年度）

≪福利厚生事業≫ （単位：千円）
令和２年度 令和３年度

予算額 公費補助額 予算額 公費補助額
会員が人間ドック，脳ドック，Ｐ

ＥＴドック，または併診ドックに
入り検診を受けた場合自己負担額
の1/2を給付する。

（限度額）
短期日帰りコース　5,000円
短期宿泊コース　 10,000円
脳ドック　 　　　10,000円
ＰＥＴドック　　 10,000円
併診ドック　 　　15,000円

均等割　1クラブ　30,000円

部費割　部員1人につき部費1月分
部員割　　1人　 　1,000円

報償費　講師謝礼の半額助成
結婚祝金  会員が結婚した場合 20,000円 400 0 400 0 

親睦会補助  職員の懇親会  　　　6,000円 3,984 0 4,092 0 
セカンドライフ助成金  単身者が退職時支給  30,000円 90 0 90 0 
職員交流事業費  職員間の交流事業に支出 450 0 450 0 

③公務災害・通勤災害の状況（令和２年度）
区　分 公務災害 通勤災害 計

議会事務局 0 0 0
市長部局 1 0 0
監査委員事務局 0 0 0
公営企業 0 0 0
教育委員会 0 0 0
農業委員会 0 0 0

区　　分 件　数
勤務条件に関する措置要求 0
不利益処分についての不服申し立て 0

種　　　別 給付額及び条件

インフルエンザ注射
助成金

会員がインフルエンザ注射を受け
た場合，茨城県市町村職員共済組
合助成金を差引いた自己負担額の
1/2を給付する。 　　　 
限度額　1,500円　

402 402 402 402 

クラブ助成金

700 0 700 0 

就学祝金  子が小学校に入学した場合
　　　　　　　      10,000円 200 0 200 0 

卒業祝金  子が中学校を卒業した場合
　　　　　　　　　　10,000円 200 0 200 0 

銀婚記念品  会員が結婚25年を迎えたとき
　　　　　　　　　　10,000円 150 0 150 0 

 会員が勤続20年を迎えたとき
　　　  　　        10,000円

会員が50歳以上で，且つ勤続25年
を迎えたときの記念旅行実施者に
対し助成
　　　　　　 限度額  30,000円

 会員が勤続30年を迎えたとき
　　　　            20,000円

人間ドック・ 脳ドッ
ク・ＰＥＴドック・
併診ドック補給金

2,000 2,000 2,000 2,000 

永年勤続者記念品等
の贈呈及び助成

1,010 0 1,060 0 

退職餞別金  会員が退職したとき在会年数に応
じて給付する。
　在会１年未満      　5,000円
　在会１年以上３年未満
　　　　　　　　　　 10,000円
　在会３年以上５年未満
　　　　　　　　　　 20,000円
　在会５年以上　　   30,000円

600 0 600 0 


